
〈通所介護料金の目安〉
○所要時間3時間以上4時間未満(1回あたり） ○加算（1回あたり）

１割 ２割 ３割 １割 2割
要介護1 387円 774円 1160円 42円 84円
要介護2 442円 884円 1326円 58円 115円
要介護3 501円 1001円 1502円 23円 46円
要介護4 557円 1114円 1671円 19円 38円
要介護5 615円 1229円 1844円 7円 13円
○所要時間4時間以上5時間未満（1回あたり）〇加算（1ヵ月あたり）

１割 ２割 ３割 １割 2割
要介護1 406円 811円 1217円 105円 209円
要介護2 464円 928円 1392円 209円 418円
要介護3 525円 1049円 1574円 42円 84円
要介護4 586円 1171円 1756円 〇サービス提供体制加算Ⅰ

要介護5 645円 1290円 1935円 介護福祉士が70％以上、または勤続年数10年以上

○所要時間5時間以上6時間未満（1回あたり）の介護福祉士が25％以上の配置
１割 ２割 ３割 ○サービス提供体制加算Ⅱ　

要介護1 596円 1192円 1787円 介護福祉士が50％以上配置

要介護2 704円 1407円 2110円 〇サービス提供体制加算Ⅲ

要介護3 812円 1624円 2436円 介護福祉士が40％以上、または勤続年数7年以上

要介護4 920円 1840円 2759円 が30％以上の配置

要介護5 1029円 2057円 3085円 〇生活機能連携向上訓練加算Ⅰ

○所要時間6時間以上7時間未満（1回あたり）①医療提供施設の理学療法士等が施設等を訪問し
１割 ２割 ３割 職員と共同で個別の訓練計画を作成した場合

要介護1 611円 1221円 1831円 ②理学療法士等や医師はサービス提供した場合又

要介護2 713円 1426円 2138円 はICTを活用した動画等により利用者の状態を把握

要介護3 832円 1664円 2496円 した上で援助を行う .
要介護4 942円 1883円 2825円 ※3か月に1回を限度

要介護5 1054円 2107円 3160円 〇生活機能連携向上加算Ⅱ

○所要時間7時間以上8時間未満（1回あたり）医療提供施設の理学療法士等が施設を訪問し、職員
１割 ２割 ３割 と共同で個別の訓練計画を作成した場合

要介護1 688円 1376円 2063円 〇科学的推進加算

要介護2 812円 1624円 2436円 利用者様のADL値、栄養状態、口腔機能、認知、心身

要介護3 941円 1881円 2822円 の状況に係る基本的な情報を厚生労働省に提出して

要介護4 1069円 2138円 3207円 いる場合

要介護5 1200円 2400円 3599円 ※提供体制加算、生活機能向上訓練加算、科学的推進
加算については、厚生労働省が定める要件を当事業所
満たした場合算定。
〇処遇改善加算Ⅰロ（総単位数×12.0％）

173円

３割
生活機能向上連携加算Ⅰ 314円
生活機能向上連携加算Ⅱ 627円

令和8年6月1日現在

科学的推進加算 126円

サービス提供体制加算Ⅰ 69円
サービス提供体制加算Ⅱ 57円
サービス提供体制加算Ⅲ 19円

３割
入浴加算Ⅰ 126円
入浴加算Ⅱ




